
 

 

議  案  第  ３９  号  

 

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和３年６月７日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例  

 

第１条  新居浜市手数料条例（平成１２年条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

別表第１中  

「  

開発行為の許可 １件につき   

（１）主として自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発

行為 

  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

未満 

２２，０００円  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満 

４３，０００円  

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満 

８９，０００円  

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満 

 １３０，０００円  

開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満 

１７０，０００円  

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満 

２２０，０００円  



 

 

開発区域の面積が１０ヘクタール以

上 

３００，０００円  

（２）主として、住宅以外の建築物で自己

の業務の用に供するものの建築又は自

己の業務の用に供する特定工作物の建

設の用に供する目的で行う開発行為 

  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

未満 

 ３０，０００円  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満 

６５，０００円  

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満 

１２０，０００円  

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満 

２００，０００円  

開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満 

２８０，０００円  

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満 

 ３４０，０００円  

開発区域の面積が１０ヘクタール以

上 

４８０，０００円  

（３）その他の開発行為   

開発区域の面積が０．３ヘクタール

未満 

１３０，０００円  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満 

１９０，０００円  

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満 

 ２７０，０００円  

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満 

３９０，０００円  

開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満 

５１０，０００円  

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満 

６８０，０００円  

開発区域の面積が１０ヘクタール以

上 

８７０，０００円  

   
 

開発行為の変更許可 １件につき 次に掲げる額を

合算した額。た

だし、その額が

８７０，０００円

を超えるときは、

 



 

 

その手数料の額は

８７０，０００円

とする。 

（１）開発行為に関する設計の変更

（（２）のみに該当する場合を除

く。） 

 開発区域の面積に

応じ開発行為の許

可の項に規定する

額に１０分の１を

乗じて得た額 

開発区域の

面積が（２）

に規定する

変更を伴う

場合にあっ

ては変更前

の開発区域

の面積、開

発区域の縮

小を伴う場

合にあって

は縮小後の

開発区域の

面積 

（２）新たな土地の開発区域への編入に係

る都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第３０条第１項第１号から第４号

までに掲げる事項の変更 

 新たに編入される

開発区域の面積に

応じ開発行為の許

可の項に規定する

額 

 

（３）その他の変更  １０，０００円  

」 を

「  

開発行為の許可 １件につき   

（１）主として自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発

行為 

   

開発区域の面積が０．３ヘクタール

未満 

 ２２，０００円  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満 

 ４５，０００円  

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満 

 ８９，０００円  

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満 

 １３０，０００円  

開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満 

 １８０，０００円  



 

 

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満 

 ２３０，０００円  

開発区域の面積が１０ヘクタール以

上 

 ３１０，０００円  

（２）主として住宅以外の建築物で自己の

業務の用に供するものの建築又は自己

の業務の用に供する特定工作物の建設

の用に供する目的で行う開発行為 

   

開発区域の面積が０．３ヘクタール

未満 

 ３１，０００円  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満 

 ６７，０００円  

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満 

 １２０，０００円  

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満 

 ２１０，０００円  

開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満 

 ２８０，０００円  

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満 

 ３５０，０００円  

開発区域の面積が１０ヘクタール以

上 

 ４９０，０００円  

（３）その他の開発行為    

開発区域の面積が０．３ヘクタール

未満 

 １３０，０００円  

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満 

 ２００，０００円  

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満 

 ２７０，０００円  

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満 

 ４００，０００円  

開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満 

 ５２０，０００円  

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満 

 ６８０，０００円  

開発区域の面積が１０ヘクタール以

上 

 ９００，０００円  

   
 

開発行為の変更許可 １件につき 次に掲げる額を

合算した額。た

だし、その額が

 



 

 

９００，０００円

を超えるときは、

その手数料の額は

９００，０００円

とする。 

（１）開発行為に関する設計の変更

（（２）のみに該当する場合を除

く。） 

 開発区域の面積に

応じ開発行為の許

可の項に規定する

額に１０分の１を

乗じて得た額 

開発区域の

面積が（２）

に規定する

変更を伴う

場合にあっ

ては変更前

の開発区域

の面積、開

発区域の縮

小を伴う場

合にあって

は縮小後の

開発区域の

面積 

（２）新たな土地の開発区域への編入に係

る都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第３０条第１項第１号から第４号

までに掲げる事項の変更 

 新たに編入される

開発区域の面積に

応じ開発行為の許

可の項に規定する

額 

 

（３）その他の変更  １０，０００円  

」 に 、

「  

優良宅地造成の認定 １件につき   

造成宅地の面積が０．１ヘクタール未満  ８６，０００円  

造成宅地の面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満 

 １３０，０００円  

造成宅地の面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満 

 １９０，０００円  

造成宅地の面積が０．６ヘクタール以上

１ヘクタール未満 

 ２７０，０００円  

造成宅地の面積が１ヘクタール以上３ヘ

クタール未満 

 ３９０，０００円  

造成宅地の面積が３ヘクタール以上６ヘ

クタール未満 

 ５１０，０００円  



 

 

造成宅地の面積が６ヘクタール以上１０

ヘクタール未満 

 ６８０，０００円  

造成宅地の面積が１０ヘクタール以上  ８７０，０００円  

」 を

「  

優良宅地造成の認定 １件につき   

造成宅地の面積が０．１ヘクタール未満  ８６，０００円  

造成宅地の面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満 

 １３０，０００円  

造成宅地の面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満 

 ２００，０００円  

造成宅地の面積が０．６ヘクタール以上

１ヘクタール未満 

 ２７０，０００円  

造成宅地の面積が１ヘクタール以上３ヘ

クタール未満 

 ４００，０００円  

造成宅地の面積が３ヘクタール以上６ヘ

クタール未満 

 ５２０，０００円  

造成宅地の面積が６ヘクタール以上１０

ヘクタール未満 

 ６８０，０００円  

造成宅地の面積が１０ヘクタール以上  ９００，０００円  

」 に

改める。  

第２条  新居浜市手数料条例の一部を次のように改正する。  

別表第１中  

「  

住民票の写しの交付（住民票の写しの広域

交付を含む。） 

１通につき ３００円  

個人番号カードの再交付 １枚につき ８００円  

」 を

「  

住民票の写しの交付（住民票の写しの広域

交付を含む。） 

１通につき ３００円  

」 に

改める。  

附  則  



 

 

この条例中第１条の規定は令和３年７月１日から、第２条の規定は同年９月１日から

施行する。  

 

提案理由  

開発行為の許可等に係る手数料の額を改定するため、及び行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再

交付に係る手数料を廃止するため、本案を提出する。  


